
I. は じ め に

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖

地震（以下，「東日本大震災」という）により被災した

農地の復旧については，農業・農村の復興マスタープ

ランに沿って，おおむね 3 年間での復旧を目指して，

法律，事業制度，人的支援などのさまざまな措置が講

じられてきた。

本年3月で，発災から3年が経過することから，こ

れまでの取組みや復旧の進捗状況，農地の復旧・復興

に向け被災地が直面している課題などを紹介する。

II. 被害の概要

東日本大震災は，マグニチュード9.0 と日本観測史

上最大であるとともに，地震後に襲来した大規模な津

波により東北・関東地方の沿岸部約56,000 ha の浸水

をはじめとして，人命，財産に甚大な被害をもたらし

た。

農林水産関係全体で約 2 兆 4,000 億円の被害が発

生し，これは阪神淡路大震災の約 26 倍，新潟県中越

地震の約 18 倍に匹敵する。また，農地・農業用施設

の被害については，東北，関東，北陸の 15 県で約

36,000 カ所，被害額は約8,400 億円（平成24 年 7 月

現在）に及ぶ。

特に，津波によって被災した農地の面積は，青森県，

岩手県，宮城県，福島県，茨城県，千葉県の6県で約

23,600 ha に及び，津波の波力により農地・農業用施

設などが流失，破壊，浸水（写真-1）するとともに，

土砂やがれきが堆積，さらには海水の塩分が侵入し，

塩害が生じている。

また，地震によって，農地の地割れや法面の崩れが

見られるとともに，液状化したところでは砂分の吹上

げやパイプラインが破壊・欠損するなど，さまざまな

被害が生じている。

III. 復旧・復興に向けた取組み

1. 緊急応急対策

沿岸部では，津波により海岸堤防や沿岸部の排水機

場が壊滅し，排水機能が崩壊したため，広範囲で海水

が湛水し，農地のみならず，道路や宅地までもが水没

し，行方不明者の捜索が難航するとともに，交通が寸

断され，被害調査や応急復旧の大きな障害となってい

た。このため，まずは湛水状態の解消と梅雨や台風に

よる再度災害防止のため，全国の地方農政局に配置し

ている災害応急用ポンプ 90台を貸し出し，排水作業

を実施した。

また，応急復旧が可能な排水機場や海岸堤防の復旧

工事を実施し，平成 24 年 8 月までに宮城県および福

島県の主要な排水機場72 カ所の応急復旧が完了した。

2. 東日本大震災に対処するための土地改良法の

特例に関する法律

国では，東日本大震災に係る津波による甚大な被害

に対処し，早期の営農再開を図るため，「東日本大震災

に対処するための土地改良法の特例に関する法律」を

制定した。この法律では，①除塩事業を創設し，②国

が農地災害復旧を実施できるよう措置し，③国・県な

どが災害復旧と併せて区画整理を土地改良区や農家な

どの申請によらず実施できるようにした。加えて，④

国庫負担率について嵩上げなどの措置を講じた。

これまでに，宮城県および福島県の5地区（地震災

や海岸保全施設の復旧を含めると 13 地区）で直轄特

定災害復旧事業を実施し，地震災の 5 地区について

は，平成25 年 3 月までに復旧を完了した。
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写真-1 被災した排水機場



また，仙台東地区においては，農地復旧と併せて大

区画化のための区画整理を進めている。

3. 農業・農村の復興マスタープラン

農林水産省では，早期に東北を災害に強い新たな食

料供給基地として復興するために，目指す農地の復旧

のスケジュールを明確化するとともに，農地の復旧ま

でに必要な営農再開までの所得確保，担い手の確保，

土地利用調整，施設整備などについての基本的な考え

方を示した「農業・農村の復興マスタープラン」を平

成23 年 8 月に策定した。

本マスタープランにおいて，農地の被害状況に応じ

て，おおむね3年間での復旧を目指すこととした。ま

た，復興に向けては，復旧時点から将来の地域の農業

の姿について話合い，地域の関係者の合意形成を進

め，担い手の確保や農地の利用集積，農地の大区画化

などの取組みを支援することとした（表-1）。

4. 国・県職員の派遣支援

被災自治体のマンパワー不足に対処するため，被災

直後から国や都道府県，関係団体の職員が被害状況調

査や応急復旧，災害査定などを支援した。

また，被災自治体からの支援要請を受け，平成 24

年度以降も引き続き農林水産省および都道府県などの

農業土木技術者などを派遣し，農地・農業用施設など

の復旧・復興工事に係る設計・積算，工事監督などの

支援を行っている。これまでに累計で延べ 3,575 人･

月が派遣されている。

IV. 農地・農業用施設の復旧状況

こうした取組みの結果，平成 25 年春までに津波被

災農地の約 63％に当たる約 13,470 ha の農地で営農

再開が可能となった（写真-2）。また，被災地におい

ては，生産性の高い新たな農業地域へと発展させるた

め，周辺の未被災農地も含めて約9,700 ha で，農地の

大区画化などの基盤整備の取組みも進められている。

このほか，主要な排水機場については，復旧予定の

99 カ所のうち 80 カ所で本格復旧工事を完了または実

施中，農地海岸については 127 地区のうち 70 地区で

本格復旧工事を実施中である（図-1）。

V. 今後の復旧に向けての課題

平成 25 年 5 月，各地の復旧状況や復旧・復興に向

けた計画づくりなどの進展を踏まえ，年度ごとの営農

再開可能面積の見通しを見直した。

これによると，平成26 年度までに約15,700 ha（津

波被災農地全体の 73％）の農地で営農再開が可能と

なると見込んでいる。さらに，地域の意向により大区

画化などに取り組む農地を加えると，約 17,830 ha

で，地域農業の復興の進展が見通される。

一方で，海水が侵入するなど被害が甚大な農地，ま

ちづくりや他の復旧・復興事業との調整が必要な農

地，原子力発電所事故に伴い設定している避難指示区

域の農地などにおいては，復旧に時間を要している。

1. 被害が甚大な農地の復旧

津波により堤防が決壊し，農地に海水が侵入するな

ど被害が甚大な地域においては，海岸堤防，河川堤防

などの復旧の進捗にあわせて，湛水を排除し，干陸化

を図る必要がある。

その後，農地・農業用施設の復旧工事に着手するこ

ととなるが，沿岸部においては地盤沈下に伴う地下水

位の上昇，塩水化なども生じており，復旧工法の検討

が必要となっている。

また，復旧後の営農の姿についても，地域の関係者

の意向を十分踏まえつつ，農地の復旧を進めていく必

要がある。
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表-1 農業・農村の復興マスタープラン

年度ごとの営農再開可能面積の見通し

小計に対

する割合

計
避難指

示区域

平成 26

年度

平成 24

年度まで

全体に対

する割合

11％ 100％

25％

面積（ha）

（6県計）

10％ 86％ 4％ 100％10％3％10％38％

21,4802,1207102,2308,190

被害甚

大など

4％85％
写真-2 営農再開された農地

図-1 農地・農業用施設の復旧の進捗状況



2. 新たなまちづくり計画や他の復旧・復興事業

との調整

沿岸部においては，海岸堤防，河川，道路なども被

災しており，災害に強いまちづくりに向けて，新たな

計画が策定されている。これに伴い，農地の復旧範囲

や排水路の設計などに影響するため，多くの関係機関

と計画調整を図る必要がある。

また，高台移転などの事業の工事用ヤードに被災農

地が利用されるなど，農地の復旧範囲や復旧時期の調

整が必要な地域もある。

このような地域では，他の復旧・復興事業の実施状

況に合わせ，かつ地元の合意形成を図りながら復旧工

事を進める必要がある。

VI. 福島県の避難指示区域内の復旧・復興の

取組み

1. 避難指示区域内の取組み

東日本大震災に起因して発生した福島第一原子力発

電所の事故は，地域住民の生活環境に甚大な影響を与

えたばかりでなく，周辺地域を含む広範囲で営まれる

農林水産業にも大きな影響を及ぼしている。

事故後，警戒区域および避難指示区域などが設定さ

れ，住民の立入りが制限された。その後，原発事故の

収束に伴い，警戒区域が解除されるとともに，避難指

示解除準備区域，居住制限区域および帰還困難区域の

3つの区域への見直しが進められ，まずは避難指示解

除準備区域を中心に住民帰還に向けたインフラ復旧が

進められているところである。

そのような中，農地・農業用施設の復旧は，避難指

示区域内の沿岸部において津波により壊滅的な被災を

受けた海岸堤防および排水機場の復旧や，二次被害の

危険性のあるため池や道路などの復旧が先行して実施

されている。

一方，直轄による災害復旧は，県知事の要請を受け，

南相馬市の 7 排水機場を対象として，平成 24 年度か

ら実施している（「南相馬地区」（図-2））。

また，国営請戸川地区のダムや水路などは地震によ

り被害を受けたことから，支線水路も含め，直轄によ

り平成26 年度から復旧工事に着手する予定である。

2. 直轄特定災害復旧事業「南相馬地区」

（1） 被害の概要 東日本大震災による激しい揺れ

と大津波により，地区内の7つの排水機場および排水

樋門などが損壊・流出するなど施設機能が喪失したた

め，農地などに滞留した津波による海水や雨水が排除

できない状況になった。

（2） 排水機場の応急復旧 平成 24 年 8 月 20 日，

福島県知事から農林水産大臣に対し，国直轄による災

害復旧事業の要請を受けた。このため，まずは建屋が

残存し，応急対策が可能な谷地・塚原第二・村上第二

排水機場の 3 機場の応急復旧工事に着手した。平成

25 年 3 月までに，水没したポンプのオーバーホール

や損壊した排水樋門などの応急復旧を行い，これらの

排水機能の一部を回復させた。

（3） 本格復旧 排水機場は，地震により損壊およ

び地盤沈下により排水能力が低下したことから，排水

量や揚程を増強して再築する計画である。

・関係市 ：南相馬市

・受益面積：809 ha

・事業工期：平成24〜29 年度

・総事業費：125 億円

・事業内容：排水機場7カ所および排水路の復旧

図-2 南相馬地区事業概要図

3. 福島特別直轄災害復旧事業「請戸川地区」

（1） 被害の概要 地震の激しい揺れにより，大柿

ダムは堤体天端に無数の亀裂が発生（最大2.9m，写

真-3）するとともに，堤体上流法面に最大約30 cmの

部分的な沈下が発生した。管理棟や洪水吐などのコン

クリート構造物にも無数の亀裂が発生した。幹線用水

路，支線用水路は管水路の継目や開水路の目地などが

破損した。
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（2） 復旧の進め方 請戸川地区の受益地は，避難

指示解除準備区域のほか，居住制限区域や帰還困難区

域にもあることから，災害復旧は，避難指示解除の見

込みや区域の見直しに応じて段階的に進めることとし

ている。

被災した大柿ダムは，帰還困難区域にあるが二次災

害防止および避難指示解除準備区域の住民の早期帰還

と生活再建に必要な営農再開に向けて農業用水を確保

するために，第 1段階で復旧し，水路については，避

難指示解除準備区域の南相馬市小高区の受益地に送水

するための水路を第 1段階で復旧する計画である。

また，本地区は空間線量が高い地域も多いことか

ら，除染とスケジュールを調整し復旧工事を進めるこ

とが必要となっている。

（3） 復旧計画の概要 現在の除染実施計画では，

除染の対象を避難指示解除準備区域と居住制限区域と

しており，帰還困難区域は除染モデル実証事業を実施

し，その結果を踏まえて除染などの措置の方法を検討

することになっている。

このため，請戸川地区の全体の復旧計画を現時点で

作成することは困難であることから，第 1段階の復旧

計画のみを作成している（図-3）。第 2 段階以降は，

今後，調査を実施し，県や市町，地元関係者の意向を

確認しつつ，現在の計画に変更追加する予定である。

・関係市町：南相馬市，浪江町，双葉町

・受益面積：3,548 ha

・事業工期：第 1段階 平成25〜28 年度

（全体計画 平成25〜32 年度（予定））

・総事業費：第 1段階 41 億円

・事業内容：第 1段階

（大柿ダム）堤体，洪水吐，管理設備などの復旧

（水路）請戸川左岸幹線，小屋木用水路などの復

旧

VII. お わ り に

東日本大震災から3年が経過し，これまでに復旧し

た農地においては，すでに営農が再開され，無事収穫

を迎え，各地で喜びの声が聞かれている。

一方で，沿岸部の被害が甚大な地域では，まちづく

り計画，他事業との調整や復旧工法の検討など，復旧

・復興を進めるに当たって難しい課題が出てきてい

る。

今後，復旧工事の実施に当たっては，関係機関との

計画調整，地元との合意形成を図りつつ，将来につな

がる復興となるよう取り組んで行く必要がある。

なお，本報の内容は，執筆者個人の見解であり，農

林水産省の公式見解を示すものではありません。
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写真-3 大柿ダム堤体天端の亀裂状況

図-3 請戸川地区事業概要図（第 1段階）


